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第７回空家等対策審議会の検討結果を踏まえた答申(案)に反映すべき内容について 

該当箇所 主な意見等 答申(案)の修正の考え方 

Ⅰ 空家等対策の基本的な方針 

2 対象とする空家等の種類 

 

（答申(案)１Ｐ 下から５行目） 

                                                                                                                                     

共同住宅における「空き室」

の利活用については、すべて

を計画の対象としているよう

な表現であり、対象範囲が広

い印象である。建物すべての

部屋が空き室となっていて放

置された場合などにはじめて

対象とすべきではないか。 

 

共同住宅の空き室について

は、総合的な住まい対策の一環

として住宅ストックの利活用推

進を図る目的により計画の対象

に位置付けるものとし、そのよ

うな表現に改める。 

Ⅰ 空家等対策の基本的な方針 

4 空家等対策の基本目標 

 

（答申(案）２Ｐ 基本目標１） 

 

 

 

基本目標１は「空家化の抑

制による、活力ある持続可能

なまちの実現」とあるが、「抑

制」ということではなく、不

動産の有効活用の視点で表現

した方が良いのではないか。 

不動産やその土地について、

所有者や関係者等がその不動産

の持つ価値とその不動産に対す

る責任を十分に理解し、適切な

管理や運用が促進されることに

より将来の空家化が防止される

という観点を重視し、基本目標

１の表現を全面的に修正する。 

 

Ⅰ 空家等対策の基本的な方針 

5 空家等対策の基本姿勢 

 

（答申(案)３Ｐ 基本姿勢２） 

 

 

 

基本姿勢２「空家は起点」

の説明において、「新たなまち

づくり」の「きっかけ」とい

う視点が示されているが、福

祉との連携などの観点も加え

るべきではないか。 

空家を起点とした様々な「取

組」の説明として、「（災害に強

いまちづくりや高齢者・障害

者・子育て世帯向け住宅の入居

支援・マッチング等）」を推進す

ることを加える。 

Ⅱ 空家等対策推進のための施策 

3 具体的な施策 

(2) 空家の適切な管理促進 

 

（答申(案)７Ｐ ①空家所有者に対

する継続的な啓発及び情報提供） 

 

「空家所有者に対する継続的

な啓発及び情報提供」の内容

として、空家の利活用の視点

が必要であると共に、「リフォ

ームによる長期優良住宅の認

定」はハードルが高いので、

その前の対策にも触れた方が

良いのではないか。 

 

「空家等の利活用に関する相談

対応」の項目を追加すると共に、

最後の項目については「流通促

進の為の耐震診断、リフォーム

の推進、増改築による長期優良

住宅※の認定」といった表現に

改める。 

【資料１】 
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Ⅲ 空家等対策の今後の実施体制 

3 総合的な住まい対策推進体制

の整備 

 

（答申(案)１３Ｐ (1)これまでの

住まいに関する相談体制） 

 

「まちづくり推進土地建物協

議会」が２２年間にわたり区

民向けの相談対応を無償で行

ってきた事実に鑑み、これま

での住まい対策の推進体制に

おける「現状と課題」の認識

において、これまでの経緯や

実績にも配慮すべきではない

か。 

（１）の項目見出しを「現状と

課題」から「これまでの住まい

に関する相談体制」に改める。 

更に、「まちづくり推進土地建

物協議会」の実績を踏まえた上

で、今後は金融・福祉等も加え

た専門家の相互連携を更に進

め、総合的な視点からのアドバ

イスを関係人が迅速に受けられ

るような仕組みづくりを提案し

ていく。 

 

 


